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川湯温泉街景観ガイドラインの検討状況について 
※黒字：既存ルール、赤字：見直し・追加 

区分 項目 最新案 

建築物 
工作物 

高さ ・川湯地区の特例：本屋 20m 以下、塔屋含め 25ｍ以下 
・13ｍ以下とする。（特例の解除） 
・ただし、北海道道 52 号沿いは、道路境界から 6ｍまでは 10ｍ以下かつ２階建てまで可（敷地の間口
に応じた距離のセットバックも適用） 

・温泉川沿いは、河川境界から６ｍまでは 4.5ｍ以下かつ平屋のみ可 
・高さには塔屋を含む。 

セットバッ
ク 

・道路沿いの壁面線を整える。 
・道路から極力後退する。 
・道路沿いは、敷地の間口に応じた距離（右表）を道路境界から後
退し、セットバック部は緑化を行う。 

・ただし、２以上の道路に接する敷地は、最も道路幅の狭い道路
沿いのみ後退の対象とする。奥行が 10ｍ未満の敷地は、後退の
対象外とする。※継続検討 

建築面積 ・2,000 ㎡以下 
敷地面積 ・規定なし 
建蔽率 ・規定なし 
容積率 ・規定なし 
土地勾配 ・30％以下 
建築意匠 ・温泉川沿いは、川に面して開放的なデザイン（出入口を設けるなど）とする。 ※継続検討 

その他 
（用途） 

・温泉川沿いの１階は、商業施設など賑わいにつながる用途への活用に努める。 ※継続検討（ローカ
ルルールを想定） 

屋根形状 ・切妻、寄棟、入母屋、マンサード形式等の勾配のある屋根に限る。陸屋根、片流れ、ドーム等曲面屋根
でないこと。 

・川湯地区の特例：傾斜パラペット（飾屋根）を設けた陸屋根及び片流れ屋根については可。 
・傾斜パラペット（飾屋根）を設ける場合は、道路や河川などの公共空間から見える面に設け、劣化しに
くい素材を用いること。 

屋根色彩 ・焦げ茶色、赤錆色、暗緑色若しくは暗灰色のいずれかの色彩（色彩の範囲は下表）又は自然材料の素
地色とする。 

・傾斜パラペットや庇、オーニング（日よけ）を設ける場合も同様の色とする。 

外壁色彩 ・茶色系、ベージュ色系、クリーム色系、灰色系又は白色のいずれかの色彩（色彩の範囲は下表）又は
自然材料の素地色を基調とし、周囲に位置する既存建築物の調和を図るため、色彩が統一されてい
ると認められること。 
※弟子屈町景観計画（R4.6）で、けばけばしい色彩（明度：８を超えるものなど）は用いないと規定さ
れているため、明度の高いクリーム色系、白色は外壁色彩から削除。 

・壁面に２色以上を使用する場合は、２色目（アクセント色）は茶色系又は木材などの自然材料の素地色
とする。 

 
※黒字：既存ルール、赤字：見直し・追加 

区分 項目 最新案 

緑化 植栽樹種 ・敷地内の空地や道路に面した
空間は、原則として現地産樹
木と同種の樹木等により修景
緑化すること。 

・特に道路沿いのセットバック
部は、右表の本数の高木・小
高木を植樹し、地面は基本的
に低木または地被植栽によっ
てグランドカバーを行うこと。 

付帯 
施設 

駐車場及
び 
取付道路 

・風致景観の保護上、支障のない範囲において、建築物の収容力に見合った必要最小限の規模であると
認められること。 

・駐車場を道路沿いに設ける場合は、敷地の間口に応じた距離を道路境界から後退させ、出入口は集約
（接道延長５ｍ以下）すること。ただし、接道延長 2.5ｍ以下の自家用駐車場は除く。（セットバック部は緑
化） 

車庫・倉
庫等 

・極力主たる建築物に包含し、別棟とはしないこと。やむを得ず別棟とする場合にあっても、主たる建築物
とデザイン、色彩、材料の調和がとれていること。 

照明 
(外灯) 

・外灯を設置する場合には、建築物のライトアップを目的とするものでないこと。 
・必要最小限の明るさとし、覆いを付ける又は下向きとするなどして漏れ光を抑制すること。 
・色は、原則として電球色(2600～3250K）とする。 

垣柵等 ・垣柵や塀等を設ける場合は、生垣、木柵又は板塀とし、ブロック塀やコンクリート塀、フェンスは設置しな
い。やむを得ない場合は焦げ茶色とする。ただし、セットバック部には設置しないこと。 

引湯管 ・かつての温泉情緒あふれる湯川の再現をめざし、風致上の支障になる引湯管の整理を目指す。 
・既存配管を整理統合し、地下埋設するよう指導する。 

自動販売
機 

・自動販売機の乱立による風致上の支障を防止する。 
・建物の庇の下に設置する、板張り等の自然材料により外側を囲む又は焦げ茶色にする等して風致への影
響の軽減が図られていると認められるものであること。  ※設置場所については別途検討 

屋外設備
等 

・オイルタンクや室外機など、建築物等に附属する設備等は、可能な限り目立たない位置へ設置し、または
目隠しをする等の工夫をすること。（弟子屈町景観計画より） 

屋
外
広
告
物 

種
別 

自家用 
広告物 
（店舗等の

敷地内に設

置するもの） 

・表示面の面積が５㎡以下、かつ同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が 10 ㎡以下
のものであること。高さが５ｍ以下（既存工作物に掲出する場合には当該工作物の高さ以下）であること。 

・屋上広告、のぼり旗は禁止。 
・木材及び石材等の自然素材の使用に努めること（塗装する場合は素材色に近い色とする）。 
・立て看板は１店舗１基までとする。 

店舗等へ
の誘導看
板 
（店舗等の

敷地外に設

置するもの） 

＊案内用広告物は、国・地方公共団体、公共的団体、公共的な民間施設（学校、病院、社会福祉施設、博
物館等）のみ掲出可（民間の店舗や旅館が個別に敷地外に掲出することはできない）（北海道条例より） 

・個々の表示面の面積が１㎡以下であること。複数の内容を表示する広告物等は、表示面の面積の合計が
10 ㎡以下であること。高さが５ｍ以下であること。 

・のぼり等の野だて看板ではないこと。ただし、以下のものは除く。 
 ア）店舗前に設置される看板で、木製かつ最高高さ 80cm 以下、幅 50cm 以下のもの。 
 イ）地域の催事等、限られた期間にのみ掲出等されるもの。 

指導標 
・案内板 

・表示面積 3.5 ㎡以下（基準を超えるものも、道との協議や許可を受ければ設置可能）（北海道条例より） 
・複数の内容を表示する広告物等は 10 ㎡以下であること。高さが５ｍ以下であること。 
・設置者名の表示面積が 300cm2以下であること。 
・地名表示板の色彩は、木材及び石材等の自然材料を用いる場合を除き原則として焦げ茶色であること。 
・表記は、日本語と英語を基本とすること。 

共
通 

光源 

・照明の範囲が必要最小限であると認められるものであること。 
・期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。 
・動光又は点滅を伴うものでないこと。 
・色は、原則として電球色とする。 
・原則、外照式とし、光は上に向けない。ただし、提灯や行灯のような和風のものや切り文字型は内照式で
もよい。ネオン・電光掲示板は禁止。 

色彩・ 
デザイン 

・色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 
・色は茶色、白色、黒色又は自然素材の素材色とする。それ以外の色彩を使用する場合は２種類以下とし、
地色には使用しない。ただし、絵図面等の場合は３種類以上の色の使用を認めるが、落ち着いた色とす
る。彩度が８を超える色彩は使用しない。 

その他 
・地域の年中行事等として一時的に行われるもの、祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの
は可。 

・同一地点に複数の広告物を設置する場合には、統合を図ること。 
 

【色彩の範囲（マンセル値）】 

項目 色相 明度 彩度 

屋根（焦げ茶色、
赤錆色） 

R（赤系） 
YR（黄赤系） 

２以上 
４以下 

７以下 

外壁基調色（茶色
系、ベージュ系） 

YR（黄赤系） 
Ｙ（黄系） 

５以上 
７以下 

３以下 

アクセント色 
（茶色系） 

YR（黄赤系） 
Ｙ（黄系） 

４以上 
６以下 

４以下 

 
 

【道路沿いの後退距離と植栽本数】 

敷地間口 
（接道延長） 

後退 
距離 

セットバック
部の面積 

植栽本数 

高木 小高木 

15ｍ以下 2ｍ ～30 ㎡ ０～１本 １～２本 

15～40ｍ以下 4ｍ 60～160 ㎡ ２～５本 ４～10 本 

40ｍ超 6ｍ 240 ㎡～ ８本以上 16 本以上 
※できるだけ列植を避け、不規則な平面配植とすることで林的景観を目指す。 
※植栽密度のルール（セットバック部の面積に応じた本数を植樹） 
  高木（植栽時樹高 5ｍ程度、将来 10ｍ以上のもの）       ：1 本/30 ㎡ 
  小高木（植栽時樹高 2～3ｍ程度、将来 4～5ｍ程度のもの） ：１本/15 ㎡ 

【道路沿いの後退距離】 

敷地間口 後退距離 

15ｍ以下 2ｍ 

15～40ｍ以下 4ｍ 

40ｍ超 6ｍ 

 
 

【道路沿いのセットバック部の使用の可否（案）】 

使用可 使用不可 

後退部の面積の 
50％以上（必須） 

◎植栽（詳細は「緑化」の項目参照） 
・建築物に該当するもの（建物の屋根・庇、車庫・

カーポート・倉庫、建築設備等を含む） 
  ※建物の地上部分の水平投影外周線が後退

部にかからないようにすること 

・工作物、垣柵、塀等 
・駐車場（接道延長 2.5ｍ以下の自家用は除く） 
・建物に固定の広告物（壁面広告等）、のぼり旗 

・露出した自動販売機 
・自家用ゴミ箱、ゴミ袋 
・その他、景観を阻害するもの 

後退部の面積の 
50％未満まで可 

○建物のアプローチ 
○プランター、鉢植え等 
○ベンチ、テーブル、陳列台等（移動可能なもの） 

○テント、オーニング等（建築物に該当しないもの） 
△駐車場出入口（接道延長５ｍ以下） 
△接道延長 2.5ｍ以下の自家用駐車場 

△地上広告物、簡易広告物（立看板等） 
△風致への影響の軽減が図られている自動販売機 
△来客用ゴミ箱 

・その他、町の賑わいやおもてなしに供するもの 

 
 

5Y（黄系）

外壁の基調色

屋根、庇の色

アクセント色

景観計画の使用禁止色


